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審議会のお知らせ
担当：男女共同参画推進室（緯４７－８５４９）男女共同参画推進審議会

スイトピアセンター　学習室３－５１３：３０～１５：３０１２月２７日（木）

・男と女のかがやきまちづくり表彰について　ほか

担当：子育て支援課（緯４７－７０９２）墨俣児童館運営委員会

墨俣さくら会館２階　研修室１４：００～１５：００１月８日（火）

・墨俣児童館の運営状況、意見交換　ほか

社会保障・税番号制度（マイナンバー）導入により、平成２８年分

から申告者の個人番号が必要です。また、配偶者控除および扶養親

族を申告する場合、配偶者などの個人番号も必要です。

なお、申告書を提出する際には、本人確認のため、申告者の下記

①～③のいずれかを提示してください。

葛葛葛個人番号の記入と本人確認について滑滑滑

葛葛葛申告の準備はお早めに滑滑滑

　平成２６年１月から、営業・農業・不動産・山林所得のある業務を

行うすべての人は、その収支を記帳し、帳簿など

を保存することが義務付けられています。

　日々の記帳をされていない人は、１月から１２月

までの伝票や領収書などをもとに、「収入金額」と

「必要経費」に分けて帳簿を作成してください。

　なお、収支の計算が分かりやすい「収支計算のしおり」は、市ＨＰ

からダウンロードできますのでご利用ください。

①個人番号カード（マイナンバーカード）

②通知カードと身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

③個人番号が記載された住民票（写し）と身分証明書

　システム保守作業のため、１２月１９日（水）の終日、マ

イナンバーカード（個人番号カード）および住民基本台

帳カード（住基カード）を利用した「証明書コンビニ交

付サービス」のご利用ができません。
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　なお、停止時間を変更する

場合は、市ＨＰでお知らせし

ます。

　詳しくは、窓口サービス課

（緯４７－８７６４）へ。

▲

大垣警察署（緯７８－０１１０）　　　

▲

消費生活相談室（緯７５－３３７１）

▲

生活安全課（緯４７－７３８５）　　　

▲

まちづくり推進課（緯４７－８５４３）

ニセ電話詐欺ニセ電話詐欺にに
ご注意くださ　ご注意くださいい鎧鎧

　市役所や金融機関の職員をかたったニセ電話詐欺の前兆電話が多

発しています。

　また、公的機関などを装って「裁判所に申し立てる」、「法的手段

を取る」などと記載されたハガキやメールが届く事案が多発してお

り、これらはニセ電話詐欺の手口です。

　公的機関からハガキで訴訟に関する通知をされることはありませ

んので、むやみに相手と連絡をとらないようにしましょう。

　「おかしいな」と思ったら、現金を振り込む前に、下記へご相談く惨 散撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒

ださい。�

都市計画決定素案の
説明会

市は、大垣城に隣接する郭町

東西街区（郭町１丁目、郭町東

１丁目地内）において、城前広

場の整備と市街地再開発事業を

目的とした土地区画整理事業を

計画しており、都市計画決定素

案の説明会を開催します。

＊とき／１２月２１日（金）　午後７

時～（開場：午後６時３０分～）

＊ところ／多目的交流イベント

ハウス

＊問合せ／市街地整備課（緯４７

－８４０６）へ

　林業に従事し、林業退職金共

済制度に加入していた人で、退

職金をまだ受け取っていない人

は、ご相談ください。

　詳しくは、勤労者退職金共済

機構林業退職金共済事業本部

（緯０３－６７３１－２８８９）へ。

林業退職金共済制度

　償却資産（構築物・機械・器具備品など）は固定資

産税の課税対象となります。平成３１年１月１日現在、

市内に償却資産を所有する会社・工場・商店などを経

営している事業主や、アパート・駐車場などを貸し付

けている人は、１月３１日までに申告をしてください。

　なお、社会保障・税番号制度（マイナンバー）の導

入により、個人番号または法人番号を記載する必要が

ありますのでご注意ください。

鞄申告方法／申告書・明細書に必要事項を記入し、課

税課へ　※期間中、窓口の混雑が予想されますの

で、 ｅＬ  ＴＡＸ （地方税ポータルシ
エル タックス

ステム）をぜひご利用ください。

鞄問合せ／課税課償却資産グループ
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＊募集期間／１２月１７日～１月１６日（必着）
＊素案・意見書／市政情報コーナー（市役所本庁舎１階）や各担
当課、各地域事務所、各市民サービスセンター、各地区センター
などに備え付け　※素案は、市ＨＰからダウンロード可
＊提出方法／①住所・氏名・連絡先などを記入した意見書を郵便
（〒５０３－８６０１　大垣市丸の内２－２９）またはファクスで各担当課
へ　②市ＨＰの「パブリック・コメント」からも提出可　※電
話による受け付けは不可

＊備考／ご意見の概要と、それに対する市の考え方を市ＨＰで公
表　※提出者の個人情報は公表しません
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　行政機関が条例や計画などを策定する過程において、その目的・方

針・施策などを公表し、市民や関係者の皆さんからご意見を募集する

「パブリック・コメント」。

　市は、市内に在住・在勤・在学する人を対象に、策定を進めている３

件の計画（素案）に対する「パブリック・コメント」を実施します。

　皆さんの声を反映する機会ですので、ぜひご意見をお寄せください。

＊提出・問合せ先／社会福祉課（胃８１－５５００、緯４７－７２５６）へ

２．大垣市第４次地域福祉計画

＊目的／国の推進する地域共生社会の実現に向けた取り組みとし

て、市における地域福祉を推進する

１．大垣市第３次防犯基本計画

＊目的／社会情勢の変化や犯罪の多様化をふまえ、「自助・共助・公

助」による安全・安心なまちづくりを推進する

＊提出・問合せ先／生活安全課（胃８１－３３４７、緯４７－７３８５）へ

＊提出・問合せ先／保健センター（胃７５－２３２０、緯７５－２３２２）へ

３．大垣市自殺対策計画

＊目的／国が定めた自殺総合対策大綱および地域の実情などを踏ま

え、市における総合的な自殺対策を推進する

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ「パブリックククククククククククククククククククククク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コココココココココココココココココココココメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」ををををををををををををををををををををを実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実コメント」を実施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施

　市役所本庁舎建替工事に伴い、大垣市の申告受付会場は市

民会館２階へ変更となっています。市役所には会場を開設し

ませんので、ご注意ください。

　詳しくは、課税課市民税グループ（緯４７－８１７９）へ。

市・県民税の申告受付会場は

昨年に引き続き市市民民会会館館市市民民会会館館です外


